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民
族
分
脈
省
察

本
書
の
中
で
、
セ
オ
ド
ラ
・
ド
ラ
ゴ
ス
テ
ィ
ノ
ヴ
ァ
博
士
は
一
九
〇
〇
年

か
ら
一
九
四
九
年
の
、一
帝
国
か
ら
一
国
民
国
家
へ
の
最
終
移
行
期
間
中
に
、

国
家
や
国
民
が
ど
の
よ
う
に
民
族
の
自
我
同
一
性
の
問
題
に
直
面
し
、
ど
の

よ
う
に
そ
の
問
題
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
、
想
像
力

溢
れ
る
非
常
に
力
強
い
議
論
を
提
示
す
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
家
と
ギ
リ
シ
ア

系
民
族
と
し
て
の
二
律
背
反
に
陥
っ
て
い
た
国
民
個
人
が
、
集
団
の
結
束
と

い
う
政
治
力
学
に
基
づ
い
て
、様
々
な
困
難
な
政
治
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

行
動
し
て
い
た
と
著
者
は
語
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
系
官
僚
や
国
家

主
義
を
掲
げ
た
市
民
活
動
家
ら
は
、少
数
民
族
に
属
し
て
い
た
一
般
市
民
を
、

国
籍
の
判
断
基
準
や
不
安
定
な
国
家
に
対
す
る
人
々
の
忠
誠
心
を
絶
え
ず
再

定
義
す
る
事
に
よ
っ
て
強
制
的
に
単
一
社
会
に
組
み
込
も
う
と
目
論
ん
で
い

た
。
そ
の
為
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
在
住
の
非
力
な
ギ
リ
シ
ア
系
民
族
の
一
般
市
民

達
は
、
日
々
の
圧
政
か
ら
逃
れ
よ
う
と
試
行
錯
誤
を
続
け
、
大
多
数
の
ブ
ル

ガ
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
は
移
住
を
躊
躇
し
、
国
有
化
政
策
と
強
制
退
去

に
場
当
た
り
的
に
対
処
し
な
が
ら
、
国
籍
と
い
う
も
の
に
当
時
は
妥
協
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
国
民
の
日
常
性
を
論
述
す
る
。

著
者
の
本
書
執
筆
の
目
的
は
唯
一
つ
。
二
つ
の
相
反
す
る
母
国
の
間
で
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
在
住
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
が
、
国
籍
、
民
族
同
化
、
市
民
権
を

決
め
か
ね
て
い
る
状
態
か
ら
、
何
故
無
条
件
で
受
け
入
れ
る
事
を
強
制
さ
れ

書
評
論
文
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た
の
か
、
文
書
で
正
確
に
記
録
す
る
事
に
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
黄
金
時

代
が
弔
鐘
を
告
げ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
、
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
社
会
工
学
者
達

が
、
分
裂
し
た
バ
ル
カ
ン
半
島
の
統
合
と
再
構
築
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
無

条
件
同
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
在
住
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
達
は

「
時
と
し
て
、自
ら
意
図
し
て
、帰
属
意
識
や
帰
属
団
体
を
変
容
さ
せ
て
い
た
。

そ
の
理
由
も
、
就
職
口
を
模
索
す
る
為
で
あ
っ
た
り
、
社
会
的
統
合
を
意
図

し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
個
人
的
な
自
己
変
革
の
為
、
又
、
究
極
的
に
は
自

身
の
身
体
的
生
存
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
国
家
と
し
て
の
自
我
同
一
性
は
明
文
化
さ
れ
た
特
定
の
文
脈
に
適
応
す

る
よ
う
に
暫
定
的
な
安
定
性
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
」（D

rago-

stinova 2011:14–15

）。
民
族
同
化
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
住
む
ギ
リ
シ
ア
系

住
民
に
唯
一
残
さ
れ
て
い
た
選
択
肢
だ
っ
た
。
又
同
時
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
で

は
国
民
自
我
同
一
性
に
関
し
て
言
え
ば
、
国
民
を
駆
り
集
め
る
国
力
増
強
の

一
助
を
担
っ
た
政
治
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

著
者
は
、
バ
ル
カ
ン
の
西
洋
の
歴
史
批
判
を
逡
巡
し
な
い
。
個
人
の
人
権

は
蔑
ろ
に
さ
れ
、
人
々
は
頑
な
に
自
身
の
民
族
性
に
固
執
し
て
い
た
と
い
う

の
が
通
説
と
な
っ
て
い
て
、
所
謂
国
際
研
究
学
者
に
よ
っ
て
そ
の
見
当
違
い

な
見
解
も
流
布
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
地
域
の
画
一
的
な
固
定
概
念
の
形

成
・
醸
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
著
者
は
こ
う

語
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
外
国
的
な
特
異
な
地
域
と
し
て
、
バ
ル
カ

ン
主
義
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
非
公
開
、
内
々
の
、
不
正
の
談
話
説
が
罷
り

通
っ
て
い
る
」（D

ragostinova 2011:4

）。
著
者
は
、
現
在
の
通
説
を
、

有
益
な
内
容
に
乏
し
く
、
偏
狭
に
満
ち
溢
れ
た
「
固
定
概
念
―
―
二
〇
世
紀

を
通
じ
て
バ
ル
カ
ン
半
島
で
は
常
軌
を
逸
し
た
内
輪
揉
め
で
互
い
に
殺
し
あ

う
敵
対
心
と
残
忍
な
民
族
間
闘
争
が
未
だ
続
い
て
い
る
―
―
が
引
き
継
が

れ
、
結
果
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
戦
争
中
の
、
安
易

な
紛
争
の
説
明
理
由
と
し
て
復
活
さ
せ
ら
れ
て
も
い
る
。」
と
（D

rago-

stinova 2011:5

）
断
じ
る
。
著
者
は
学
術
研
究
が
如
何
に
恣
意
的
で
、
あ

る
特
定
の
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
事
、
又
ど
の
よ
う
に
国
史

や
歴
史
情
報
が
歴
史
検
証
の
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
を

糾
弾
し
、
彼
女
の
研
究
は
非
常
に
内
省
を
促
す
歴
史
作
品
で
も
あ
り
、
学
者

自
身
が
歴
史
的
証
拠
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
実
態
、
そ
の
結
果
生
み
出

さ
れ
た
学
術
研
究
の
成
果
が
物
的
証
拠
と
な
り
、
身
体
的
に
精
神
的
に
、
史

実
に
関
わ
っ
た
人
々
に
、
彼
ら
の
民
族
の
価
値
観
そ
の
も
の
に
、
民
族
の
自

我
同
一
性
に
多
か
れ
少
な
か
れ
危
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
現
実
を
熟
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
読
者
に
警
告
を
発
す
る
。

こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
国
史
の
正
常
化
が
こ
の
書
籍
の
中
で
の
著
者

の
究
極
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
学
に
由
来
す
る
彼
女
の
談
話
分

析
が
、
バ
ル
カ
ン
半
島
の
国
家
主
義
や
民
族
性
と
い
っ
た
少
数
政
治
の
通
説

と
は
異
な
る
全
体
像
を
提
示
し
て
い
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
住
む
ギ
リ
シ
ア
系
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住
民
の
一
般
市
民
の
会
話
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
手
法
を
用
い
、
一
般
市
民

の
反
応
―
―
積
極
的
に
国
家
の
談
話
形
成
・
再
形
成
に
関
与
し
て
い
た
彼
ら

自
身
と
、
政
治
的
実
践
が
国
籍
や
民
族
問
題
を
表
面
化
さ
せ
て
い
た
事
実
―

―
に
対
す
る
鋭
い
観
察
眼
で
、
著
者
は
独
立
国
家
に
関
し
て
本
質
的
に
異
な

る
社
会
図
式
を
赤
裸
々
に
綴
る
。
複
数
の
代
理
人
の
間
に
存
在
し
て
い
た
絶

え
る
事
の
無
い
相
互
作
用
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
官
僚
と
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
一
般
市

民
の
間
で
の
戦
略
的
相
互
作
用
が
あ
っ
た
と
、
著
者
は
論
じ
る
。
国
家
談
話

を
独
占
し
た
、
忠
誠
心
に
関
し
て
公
言
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
、
偽

り
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
、
真
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
、
国
粋
主
義
者
（
政
治
活
動

家
）
と
様
々
な
人
格
・
性
質
を
持
っ
た
多
く
の
民
族
が
存
在
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
其
々
の
市
民
を
一
国
民
と
し
て
混
成
す
る
一
国
家
一
民
族
と
い
う
単

一
社
会
の
創
造
を
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア

在
住
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
達
の
国
史
の
既
存
の
認
識
は
、
バ
ル
カ
ン
半
島
の

国
家
主
義
は
非
民
主
主
義
的
で
、
排
他
的
、
外
国
人
嫌
悪
の
様
相
を
帯
び
た

国
家
主
義
と
い
う
理
解
に
留
ま
っ
て
い
て
、
西
洋
の
文
民
的
な
国
家
主
義
と

東
洋
の
民
族
の
多
様
性
の
違
い
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
の
が
学
術
界
の
現

状
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
権
力
者
や
政
治
選
民
や
知
識
階
級
と
い
っ
た
体
制
側

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
史
実
の
正
常
化
を
著
者
は
試
み
て
い
る
。

大
抵
の
場
合
、
選
良
階
級
の
独
占
者
に
よ
っ
て
国
史
が
詳
細
に
記
録
さ
れ

る
為
、
一
般
国
民
の
国
の
歩
み
は
過
去
に
埋
葬
さ
れ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

著
者
は
、
そ
れ
故
、
極
々
普
通
の
国
民
の
談
話
に
着
目
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
少
数
民
族
が
抱
え
る
政
治
難
民
を
巡
る
問
題
、
帝
国
か
ら
国
民
国
家
へ
の

移
行
期
で
の
中
央
集
権
化
、
地
方
分
権
化
と
い
う
政
治
枠
組
み
の
中
で
、
著

者
は
、
過
去
の
政
治
選
良
階
級
の
職
業
上
の
愛
国
者
と
同
様
、
国
家
修
辞
と

い
う
戦
略
を
用
い
て
、
一
般
国
民
の
国
史
を
綴
っ
て
い
る
。
彼
女
の
そ
の
よ

う
な
国
史
の
解
釈
分
析
は
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
四
九
年
の
間
に
沸
き
起

こ
っ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
移
民
問
題
、
少
数
民
族
の
政

治
問
題
の
全
体
像
を
、
よ
り
的
確
に
、
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
の
に
、
信
頼

度
の
高
い
、
立
場
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
分
析
で
あ
る
。
本
書
籍
は
、

一
般
市
民
の
間
の
記
憶
や
母
国
の
個
人
の
選
択
が
、
彼
ら
自
身
の
国
民
性
、

国
籍
、
国
家
主
義
形
成
に
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
事
を
示

し
て
い
る
。

本
書
の
優
れ
た
点
は
二
点
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。「
緊
急
措
置
的
自
我
同

一
性
」
と
い
う
新
し
い
理
論
的
視
座
が
第
一
点
。
そ
し
て
二
点
目
は
、
帝
国

の
定
め
に
翻
弄
さ
れ
非
力
な
一
般
市
民
の
見
解
を
配
慮
し
た
既
存
の
知
見
と

は
異
な
る
よ
り
批
判
的
で
よ
り
自
由
で
解
放
的
な
分
析
の
見
地
で
あ
る
。

ま
ず
初
め
に
、
著
者
は
「
緊
急
措
置
的
自
我
同
一
性
」
と
い
う
斬
新
な
理

論
的
見
解
を
提
示
す
る
。
緊
急
措
置
的
自
我
同
一
性
と
は
「
個
人
が
政
府
の

公
式
見
解
・
政
策
に
適
応
す
る
為
に
選
択
し
た
と
い
う
美
辞
麗
句
的
戦
略
」

を
指
す
（D

ragostinova 2011:14

）。
詰
ま
り
、
生
存
が
第
一
の
行
動
動
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機
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
自
我
同
一
性
の
変
化
の
説
明
変
数
と
な
っ
て
い

る
。
ア
レ
ク
シ
ー
・
ヨ
ー
チ
ェ
ッ
ク
博
士
の
提
唱
し
た
概
念
「
観
念
的
識
字

能
力
」
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ズ
フ
ェ
ル
ド
博
士
の
国
民
国
家
の
固
定
概
念
の

研
究
を
、
バ
ル
カ
ン
半
島
の
人
々
の
事
例
に
応
用
さ
せ
、
人
々
は
緊
急
を
要

し
た
必
要
性
と
意
図
的
に
自
身
の
属
性
と
国
民
と
し
て
の
帰
属
性
を
自
身
の

自
我
同
一
性
の
根
幹
と
し
て
変
化
さ
せ
な
が
ら
行
動
し
振
舞
っ
て
い
た
と
著

者
は
論
じ
て
い
る
。
究
極
的
に
は
人
間
の
行
動
は
、
国
家
主
義
に
忠
実
に
従

っ
て
い
た
信
条
と
完
全
に
繋
が
っ
て
い
た
訳
で
は
無
く
、
個
々
人
の
必
要
物

資
を
満
た
し
、
精
神
的
拠
り
所
と
な
り
、
忠
誠
心
や
復
讐
心
と
い
っ
た
特
定

の
観
念
形
態
を
実
現
す
る
為
の
金
銭
や
性
や
権
力
と
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い

る
の
が
現
実
で
あ
る
と
説
く
。
人
間
は
、
論
理
や
費
用
対
効
果
の
合
理
計
算

や
論
理
的
思
考
、
そ
れ
ら
と
相
反
す
る
権
力
や
富
に
対
す
る
飽
く
無
き
欲
望

と
い
っ
た
感
情
や
本
能
の
狭
間
で
、
生
き
て
い
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
国
家
、
国
民
と
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
利
益
を
追
求
す
る
私
的
個
人

の
集
合
体
で
あ
り
、実
体
の
な
い
集
合
体
の
範
疇
を
元
に
し
た
個
人
の
性
格
、

行
動
予
測
、
行
動
傾
向
は
、
自
我
同
一
性
の
分
析
に
包
含
す
べ
き
で
は
な
い

と
言
及
す
る
。
こ
の
緊
急
措
置
的
自
我
同
一
性
理
論
は
「
人
々
は
ど
の
よ
う

に
故
郷
の
選
択
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
仕
組
み
を
解
明
し
て
く
れ
る
。

個
々
人
の
母
国
の
選
択
を
巡
る
物
語
は
、
人
間
の
条
件
で
あ
っ
た
り
、
其
々

個
人
、
家
族
、
共
同
体
が
、
何
時
、
ど
の
よ
う
に
、
政
府
が
明
確
に
宣
言
し

て
い
た
国
家
・
国
民
政
策
と
向
き
合
い
、
懸
念
を
示
し
て
い
た
の
か
、
そ
の

難
題
を
紐
解
い
て
く
れ
る
事
例
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
」（D

rago-

stinova 2011:16

）。
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
行
動
動
機
に
関
し
て
い
え
ば
、

そ
れ
は
読
者
諸
君
も
想
像
さ
れ
る
様
に
、
至
極
簡
単
で
あ
る
。
緊
急
措
置
的

自
我
同
一
性
と
い
う
概
念
が
非
常
に
有
用
な
概
念
で
、
少
数
民
族
の
個
人
の

自
我
同
一
性
や
、
集
団
と
し
て
の
自
我
同
一
性
の
政
治
的
選
択
の
二
つ
を
同

時
的
に
説
明
し
て
い
る
。

第
二
の
本
書
の
優
れ
た
点
は
、
著
者
の
解
釈
学
的
方
法
論
が
、
彼
女
自
身

も
含
め
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
主
体
者
自
身
の
特
別
な
世
界
の
集
団
的
意
味

形
成
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
、
異
な
る
社
会
の
全
体
像
を
提
示
す

る
の
に
非
常
に
成
功
を
収
め
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
彼
女
の
最

大
の
学
術
的
に
非
常
に
価
値
の
高
い
貢
献
が
あ
り
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
。

即
ち
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
人
の
国
民
性
の
表
現
や
意
思
伝
達

を
目
的
と
し
た
民
族
自
我
同
一
性
の
同
化
の
仕
組
み
に
関
す
る
個
人
主
体
者

の
意
味
形
成
の
両
義
性
や
意
味
的
可
塑
性
を
強
調
し
た
彼
女
の
解
釈
分
析
研

究
は
、
歴
史
的
に
文
化
的
に
明
確
に
理
解
さ
れ
た
設
定
環
境
を
、
必
然
的
に

歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
彼
女
の
研
究
内
部
に
し
っ
か

り
と
組
み
込
ま
れ
、
研
究
調
査
方
法
論
の
進
展
に
寄
与
も
し
て
い
る
。
ブ
ル

ガ
リ
ア
人
学
者
と
し
て
の
彼
女
の
研
究
者
と
し
て
の
文
化
的
民
族
的
素
養
、

構
成
主
義
派
に
属
す
る
歴
史
学
者
と
し
て
の
学
術
的
立
ち
位
置
が
、
一
九
〇
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〇
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
起
こ
っ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
在
住
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民

の
、
移
民
・
少
数
民
族
の
政
治
問
題
の
見
解
の
、
巨
視
的
・
微
視
的
視
点
の

力
学
の
相
違
、
見
解
の
相
違
を
理
路
整
然
と
記
述
す
る
事
に
非
常
に
役
に
立

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
在
住
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
人
の
流
動
的

な
記
憶
で
あ
っ
た
り
、
意
識
と
い
う
も
の
を
例
証
す
る
際
に
し
っ
か
り
と
研

究
に
反
映
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

仮
説
検
証
型
の
実
証
主
義
研
究
と
は
異
な
り
、
一
般
化
と
い
う
よ
り
は
、

歴
史
的
・
文
化
的
文
脈
の
整
合
性
を
取
り
な
が
ら
、
研
究
に
取
り
組
む
姿
勢

が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
て
、
研
究
成
果
と
し
て
も
一
定
の
学
問
的
価
値
も
し

っ
か
り
達
成
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
多
種
多
様
な
情
報
源
を
証
拠
と
し
て
提

示
し
て
い
る
事
で
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
在
住
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
人
の
国
籍
に
関

す
る
互
文
性
が
し
っ
か
り
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
論
的
見
地
に
関

し
て
、
著
者
は
こ
う
警
告
を
発
し
て
い
る
。「
基
礎
的
な
歴
史
的
談
話
信
憑

性
を
採
用
す
る
代
わ
り
に
、
研
究
者
は
固
定
化
し
た
現
実
し
て
歴
史
の
幻
影

を
作
り
上
げ
た
過
去
に
基
づ
い
て
現
実
を
投
影
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分

自
身
の
研
究
者
と
し
て
の
限
界
で
あ
っ
た
り
、
偏
向
で
あ
っ
た
り
先
入
見
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
」（D

ragostinova 2011:10

）。
そ
し
て
、

こ
う
も
続
け
る
。「
過
去
に
起
き
た
他
国
へ
の
国
民
の
引
き
渡
し
は
征
服
者

と
被
征
服
者
の
間
に
永
遠
に
存
在
し
続
け
る
紛
争
の
産
物
と
し
て
の
み
理
解

可
能
な
の
だ
」（D

ragostinova 2011:10

）
と
主
張
し
、
読
者
は
「
当
時

の
現
実
社
会
の
日
常
の
国
家
主
義
と
は
、
国
家
が
規
定
し
た
国
策
に
驚
く
べ

き
程
国
民
個
人
は
無
関
心
で
あ
っ
た
り
、
あ
か
ら
さ
ま
に
政
権
転
覆
を
意
図

し
て
い
た
り
、
沈
黙
と
い
う
適
応
を
間
違
い
な
く
示
し
て
い
た
」（D

rago-

stinova 2011:13

）と
、多
様
な
見
解
が
示
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
ピ
エ
ー
ル・

ボ
ル
ド
ー
ル
を
引
用
し
て
語
る
。

次
に
、
本
書
の
優
れ
た
点
と
合
わ
せ
て
、
難
点
も
二
つ
の
観
点
か
ら
論
じ

る
。
博
士
が
見
落
と
し
た
点
が
二
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
調
査
手
法
・
分

析
方
法
の
点
で
、
透
明
性
と
反
芻
性
が
脆
弱
な
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
初
め
に
、
第
一
点
目
の
研
究
の
透
明
性
が
十
分
に
は
達
成
さ
れ
な
か

っ
た
事
に
つ
い
て
話
を
進
め
る
。
こ
の
点
は
、
文
脈
性
と
も
関
わ
る
事
柄
で

あ
る
。
私
が
何
故
こ
れ
に
注
意
し
た
か
と
い
う
と
、
現
地
調
査
が
行
わ
れ
た

様
な
場
合
に
、
調
査
手
法
の
可
視
化
・
透
明
化
が
本
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な

い
の
は
お
か
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
定
量
研
究
に
代
表
さ
れ
る
様
な

実
証
主
義
の
研
究
と
は
対
照
的
に
、
解
釈
学
的
研
究
の
学
術
貢
献
度
を
示
す

代
替
的
な
基
準
と
も
な
る
文
脈
性
の
全
体
的
な
有
用
性
に
関
し
て
、
自
由

度
・
解
放
度
が
高
い
事
は
自
明
の
理
で
あ
り
、
そ
の
新
た
な
指
標
は
、
知
識

自
体
が
歴
史
的
文
化
的
文
脈
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る

批
判
的
な
視
座
を
確
保
す
る
と
い
う
役
目
を
果
た
し
た
事
も
確
か
で
あ
る
。

著
者
は
研
究
対
象
と
適
切
な
距
離
を
保
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
問
わ
れ

る
読
者
も
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
自
体
が
問
題
と
な
り
得
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る
事
も
有
り
得
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
研
究
に
限
っ
て
言
え
ば
こ
の
類
に

該
当
し
な
い
。
寧
ろ
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
研
究
自
体
の
文
脈
性
は

「
重
厚
な
描
写
」
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
細
か
な
研
究
記
録
で
あ

っ
た
り
、
深
く
考
え
抜
か
れ
た
上
で
綿
密
に
練
ら
れ
た
研
究
計
画
、
注
意
深

い
観
察
眼
、
詳
細
に
渡
る
対
談
の
覚
書
等
、
そ
の
他
諸
々
に
議
論
が
尽
く
さ

れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
重
厚
な
描
写
が
、
学
者
の
研
究
の
透
明
性
を
増

す
事
に
寄
与
す
る
事
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
研
究
者
は
可
能
な
限
り
、
証
拠

と
示
す
材
料
の
収
集
方
法
や
、
定
型
化
し
た
知
識
が
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ

れ
て
き
た
の
か
、
又
、
潜
在
す
る
研
究
に
関
わ
る
倫
理
的
問
題
や
研
究
自
体

の
危
険
性
に
関
し
て
研
究
者
の
作
成
し
た
基
礎
資
料
が
今
後
与
え
る
影
響
の

大
き
さ
や
、
主
張
そ
の
も
の
自
体
に
、
研
究
の
透
明
性
や
可
視
化
に
取
り
組

む
事
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
依
拠
す
る
具
体
例
や
、
彼
女
の
学
者

と
し
て
の
語
り
手
・
研
究
者
と
し
て
の
社
会
的
役
割
が
、
会
談
対
象
者
と
の

質
疑
応
答
や
彼
女
が
関
わ
る
研
究
環
境
自
体
、
最
終
的
に
は
調
査
の
結
果
到

達
し
た
結
論
に
与
え
る
こ
れ
ら
の
影
響
の
可
能
性
を
、
書
籍
の
中
で
必
要
最

低
限
で
言
及
し
て
い
る
。
三
角
測
位
、
詰
ま
り
、
多
種
多
様
な
情
報
源
・
物

的
証
拠
を
元
に
行
う
研
究
手
法
は
、
必
然
的
に
実
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
彼
女
の
取
材
対
象

に
は
具
体
的
に
は
誰
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
別
の
懸
念
材
料
の

例
と
し
て
、
彼
女
は
ど
の
よ
う
に
し
て
研
究
取
材
す
る
人
々
に
接
触
を
取
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雪
達
磨
式
方
式
で
取
材
の
相
手
を
探
し
当
て
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
其
れ
と
も
現
地
調
査
以
前
の
計
画
段
階
で
あ
る
一
定
の
人
々
を
特

定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
研
究
調
査
の
一
部
を
担
っ
て
い
る
側

面
が
、
詳
細
に
渡
っ
て
明
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
方
法
論
の
部
分
で
丁

寧
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
著
者
の
国
民
国
家
形
成
の
学
問
の
取
り
組
み
方
に
幾
分
反
芻
性

が
欠
け
て
い
る
。
ペ
リ
グ
リ
ン
・
シ
ュ
ワ
シ
エ
教
授
、
デ
ヴ
ォ
ラ
・
ヤ
ノ
ウ

教
授
に
よ
れ
ば
「
反
芻
性
と
は
研
究
者
の
積
極
的
な
熟
考
で
あ
っ
た
り
、
研

究
対
象
と
の
建
設
的
な
関
与
で
あ
り
、
研
究
調
査
の
中
で
、
研
究
者
自
身
の

研
究
概
念
の
意
味
形
成
が
生
じ
、
特
定
の
研
究
環
境
状
況
が
及
ぼ
す
影
響
で

あ
り
、
様
々
な
研
究
段
階
で
起
こ
る
出
来
事
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
論
文
と

し
て
書
籍
と
い
う
文
章
を
通
じ
て
行
う
研
究
の
主
義
主
張
に
も
関
わ
っ
て
く

る
と
い
う
事
実
で
あ
る
」（Schw

artz-Shea &
 Yanow

 2012:100

）
と

あ
る
。
こ
の
反
芻
性
が
、
本
書
で
は
改
善
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
私
は
指
摘

し
た
い
。
著
者
自
身
の
主
義
主
張
と
の
関
係
性
を
見
極
め
る
自
己
監
視
が
よ

り
、本
書
籍
の
中
で
透
明
性
を
持
っ
て
明
快
に
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

又
、
そ
う
す
る
事
で
、
彼
女
自
身
の
唯
一
無
二
の
研
究
の
信
用
性
を
も
っ
と

高
め
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
彼
女
の
肉
体
的
・
身
体
的
存
在
無
し
に
、
研
究
環

境
と
の
深
い
関
わ
り
無
し
に
、
そ
し
て
際
立
つ
彼
女
の
学
者
と
し
て
の
立

場
、
又
は
仮
面
無
し
に
は
、
こ
の
研
究
自
体
も
不
可
能
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
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こ
の
事
自
体
が
、
重
厚
に
よ
り
明
快
に
記
述
さ
れ
て
い
た
方
が
良
か
っ
た
筈

で
、
最
低
で
も
こ
の
重
厚
な
描
写
が
研
究
付
録
と
し
て
提
供
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
。
現
地
調
査
は
い
つ
実
施
さ
れ
た
の
か
。
ど
れ
位
の
期
間
を
要
し
た

の
か
。
参
与
観
察
が
行
わ
れ
た
の
か
。
何
人
の
研
究
取
材
を
敢
行
し
た
の

か
。
追
跡
調
査
は
行
わ
れ
た
の
か
。
社
会
調
査
を
実
施
し
た
の
か
。
ど
う
い

っ
た
目
的
で
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
、
国
家
主
義
を
バ
ル
カ
ン
半
島
の
一
般

国
民
目
線
で
研
究
調
査
す
る
場
所
が
選
択
さ
れ
た
の
か
。
こ
う
い
っ
た
問
い

は
、
明
快
に
書
籍
で
述
べ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
疑
い
得
る
丈
け
疑
い
、

そ
の
疑
い
の
一
つ
一
つ
を
出
来
る
だ
け
綿
密
に
描
写
す
る
、
探
索
す
る
、
そ

ん
な
研
究
姿
勢
が
示
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。

方
法
論
に
お
い
て
透
明
性
・
可
視
化
が
幾
分
担
保
さ
れ
て
い
な
い
の
が
本

書
で
は
あ
る
が
、
本
書
は
読
者
を
国
籍
や
移
民
・
移
住
、
国
家
主
義
、
自
我

同
一
性
に
関
す
る
問
題
を
、
よ
り
広
義
の
意
味
で
知
識
・
知
恵
を
改
善
さ
せ

る
位
置
付
け
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
有
史
以
来
、
永
続
し
た
帝
国
は
一
つ
と

し
て
存
在
し
な
い
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
て
こ
の
例
外
で
は
無
か
っ
た
。
帝
国

崩
壊
と
国
民
国
家
統
合
の
渦
中
で
、
少
数
民
族
で
あ
っ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ギ

リ
シ
ア
系
住
民
は
、
苦
渋
の
決
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
辛
酸
を
舐
め
さ
せ
ら

れ
、
敗
北
を
味
わ
い
、
相
反
す
る
自
我
同
一
性
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
二
つ

の
母
国
の
狭
間
で
苦
し
ん
だ
の
が
彼
ら
で
あ
っ
た
。
ド
ラ
ゴ
ス
テ
ィ
ノ
ヴ
ァ

博
士
の
綴
る
物
語
は
、
異
な
る
地
域
の
過
去
の
他
の
帝
国
の
移
民
・
少
数
民

族
を
巡
る
政
治
問
題
に
当
て
は
ま
る
部
分
、
応
用
可
能
な
部
分
が
多
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
帝
国
が
斜
陽
期
に
突
入
し
衰
退
を
続
け
る
昨
今
、

ど
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
が
移
民
問
題
を
扱
っ
た
ら
良
い
の
か
、
民
族
の
帰
属

意
識
、
国
家
と
し
て
の
求
心
力
に
関
し
て
、
こ
の
書
籍
が
あ
る
種
の
政
策
提

案
を
示
し
て
い
る
。
又
、
政
治
選
良
階
級
と
一
般
国
民
と
の
間
に
存
在
す
る

政
治
の
再
考
の
き
っ
か
け
と
な
る
一
冊
と
も
な
っ
て
い
る
。
移
民
制
限
、
移

民
排
斥
、
外
国
人
労
働
者
、
波
紋
を
呼
ぶ
民
族
問
題
に
新
た
な
視
座
を
提
示

す
る
こ
の
本
書
は
、
日
本・日
本
人
に
何
を
訴
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
般
読
者
、

研
究
者
其
々
が
こ
の
書
籍
の
有
用
性
を
日
本
の
文
脈
性
に
お
い
て
自
ら
見
出

す
事
を
切
に
願
う
。
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